
 

いがまち図書室他５施設の体制について 

 

１．概 要 

  現在、いがまち図書室・島ヶ原図書室・阿山図書室・大山田図書室・青山図書室は、

それぞれ公民館兼図書館分館として運営しています。 

  令和４年度からの公民館再編に伴い、いがまち公民館他４館が廃止されます。 

これにより各図書室の運営体制について、各公民館兼図書館分館であった体制から

上野図書館所管の体制に変更します。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．主な変更点 

  ・各図書館分館職員が実施していた業務は、上野図書館職員が実施します。 

   定期的な巡回や電話での問合せによる運営体制づくりを行います。 

  ・司書職員の下、一体的な運営を実施します。 

  ・各図書室窓口従事者の休憩時間確保のため、12：00から 13：00までを休館とし

ます。 
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